
① 名
② 約 62 社
③ ％
④
雇入時の教育、安全衛生教育、必要に応じ資格取得講習の受講等を実施しています。

⑤ 円
⑥ 円
⑦ その他参考となると認められる事項
[スタッフに直接関わる費用として会社が負担している費用およびその比率]
ⅰ法定福利費（社会保険料、労働保険料等） 10.6 ％
ⅱ福利厚生費（健診費用・通勤手当・作業服・靴等） 2.5 ％
ⅲ送迎関係等外注費 0 ％
ⅳ地代家賃（寮の家賃、共益費、駐車場代等） 0.2 ％
ⅴその他費用　 0.1 ％
これら（ⅰ～ⅴ）が派遣料金全体に占める割合 約 13.4 ％
マージン率からこれらの経費比率を差し引いた残りの率 約 13.6 ％

⑧

教 育 訓 練 に 関 す る 事 項 ：

労働者派遣法第30条の４第1項の労使協定を締結しています。
協定対象派遣労働者の範囲　　全派遣労働者
当該協定の有効期間の終期　　令和7年3月31日

派 遣 労 働 者 の 数 ： 161
派 遣 先 の 数 ：
マ ー ジ ン 率 ： 27.00

労 働 者 派 遣 に 関 す る 料 金 額 の 平 均 額 ： 14,730
派 遣 労 働 者 の 賃 金 額 の 平 均 額 ： 10,754

ここから、会社の営業担当者・事務員等の人件費、営業車両費、事務所賃料、募集広告費、諸設備費
用、車両費など、すべての費用を差し引いた残りが会社の営業利益となります。さらに、その中から
営業外の費用を差引いた分に対し法人税等を納めています。

マージン率等の公開情報
2024年9月末現在

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い、労働者
派遣事業に係る情報を次のとおりお知らせします。
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